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衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
電
力
事
業
へ
の
外
国
資
本
の
参
入
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
電
力
事
業
へ
の
外
国
資
本
の
参
入
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
中
華
人
民
共
和
国
の
太
陽
光
発
電
事
業
者
」
を
含
む
外
国
投
資
家
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
投
資
家
を
い
う
。
）
に
よ
る
電
気
業
に
係
る
対
内

直
接
投
資
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
内
直
接
投
資
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
に
基
づ
き
、
財

務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
対
内
直
接
投
資
等
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か

を
審
査
す
る
こ
と
と
な
る
。


